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「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について」 

～学び合い，高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～ 

（答申） 

＜要約版＞ 

１．検討の背景 

新たな知識や技術の活用により社会の進歩や変化のスピードが速まる中，教

員の資質能力向上は我が国の最重要課題であり，世界の潮流でもある。一方，

近年の教員の大量退職，大量採用等の影響により，教員の経験年数の均衡が顕

著に崩れ始め，かつてのように先輩教員から若手教員への知識・技能の伝承を

うまく図ることのできない状況があり，継続的な研修を充実させていくための

環境整備を図るなど，早急な対策が必要である。 

また，教育課程の改善に向けた検討と歩調を合わせながら，各教科等の指導

に関する専門知識を備えた教えの専門家としての側面や，教科等を越えたカリ

キュラム・マネジメントのために必要な力，アクティブ・ラーニングの視点か

ら学習・指導方法を改善していくために必要な力，学習評価の改善に必要な力

などを備えた学びの専門家としての側面も備えることが必要である。 

さらに，教員が多様な専門性を持つ人材等と連携・分担してチームとして職

務を担うことにより，学校の教育力・組織力を向上させることが必要であり，

その中心的役割を担う教員一人一人がスキルアップを図り，その役割に応じて

活躍できるよう環境整備を図ることが重要である。このような状況の下，我が

国の教員の強みを生かしつつ，教員の養成・採用・研修の一体的改革を推し進

めるべきである。 

 

２．これからの時代の教員に求められる資質能力 

○これまで教員として不易とされてきた資質能力に加え，自律的に学ぶ姿勢を

持ち，時代の変化や自らのキャリアステージに応じて求められる資質能力を

生涯にわたって高めていくことのできる力や，情報を適切に収集し，選択し，

活用する能力や知識を有機的に結びつけ構造化する力。 

○アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善，道徳教育の充実，小学校に

おける外国語教育の早期化・教科化，ＩＣＴの活用，発達障害を含む特別な

支援を必要とする児童生徒等への対応などの新たな課題に対応できる力量。 

○「チーム学校」の考えの下，多様な専門性を持つ人材と効果的に連携・分担

し，組織的・協働的に諸課題の解決に取り組む力。 
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３．教員の養成・採用・研修に関する課題 

（１）教員研修に関する課題 

国，教育委員会，学校，その他の関係者等が一体となって，チームとしての

学校の力の向上を図る措置を講じることによって，研修のための機会を確保し

た上で，大学等を含めた関係機関との有機的連携を図りながら，教員のキャリ

アステージに応じ，教員のニーズも踏まえた研修を効果的・効率的に行う必要

がある。 

また，法定研修である初任者研修，十年経験者研修については，実施状況や

教育委員会・学校現場のニーズを把握し，制度や運用の見直しを図ることが必

要である。 

さらに，新たな教育課題に対応した研修プログラムの開発・普及，研修指導

者の育成，教育センターや学校内での研修体制の充実など，学校内外の研修を

一層効果的・効率的に行うための体制整備が必要である。 

また，教員が学び続けるモチベーションを維持するため，教員の主体的な学

びが適正に評価され，学びによって得られた能力や専門性の成果が見える形で

実感できる取り組みや制度構築を進めることが必要である。 

これら研修の充実のため，独立行政法人教員研修センターはこれまで以上に

積極的に役割を果たしていく必要がある。 

 

（２）教員採用に関する課題 

豊かな知識や識見，幅広い視野を持ち個性豊かでたくましい人材や特定の教

科や指導法についてより高い専門性を持った人材を教員として確保する必要が

ある。そのため，多様で多面的な選考方法を促進する必要があり，各教育委員

会が実施する採用選考試験への支援方策が必要である。 

また，教員の採用に当たって，学校内における年齢構成の均衡に配慮し検討

することが必要である。 

 

（３）教員養成に関する課題 

養成段階は「教員となる際に必要な最低限の基礎的・基盤的な学修」を行う

段階であることを認識する必要がある。また，実践的指導力の基礎の育成に資

するとともに，教職課程の学生に自らの教員としての適性を考えさせる機会と

して，学校現場や教職を体験させる機会を充実させることが必要である。さら

に，教職課程の質保証・向上のため，教職課程に対する外部評価制度の導入や

全学的に教職課程を統括する組織の整備を促進する必要がある。教員養成カリ

キュラムについては，学校現場の要望に柔軟に対応できるよう，教職課程の大

くくり化や大学の独自性が発揮されやすい制度とするための検討が必要である。 
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（４）教員の養成・採用・研修を通じた課題 

教員の養成・採用・研修の各段階において教職大学院を含む大学等と教育委

員会の連携が必要であり，そのための具体的な制度的枠組みが必要である。す

なわち，教員のキャリアステージに応じた学びや成長を支えていくため，養成

・研修を計画・実施する際の基軸となる教員の育成指標を教育委員会と大学等

が協働して作成するなど，連携強化を図る具体的な制度を構築することが必要

である。また，ICT の利活用，特別支援教育，外国語教育，道徳など新たな教育

課題や，アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善などに対応した教員養

成・研修が必要である。 

 

（５）教員免許制度に関する課題 

義務教育学校制度の創設や学校現場における多様な人材の確保に対応した免

許制度改革が必要である。 

 

４．改革の具体的な方向性 

（１）教員研修に関する改革の具体的な方向性 

「教員は学校で育つ」ものであり，同僚の教員とともに支え合いながら OJT を通じて

日常的に学び合う校内研修の充実や，自ら課題を持って自律的，主体的に行う研修

に対する支援のための方策を講じる。 

 

① 継続的な研修の推進 

◆ 国及び教育委員会等は，経験年数の異なる教員同士のチーム研修やベテラ

ンの教員やミドルリーダークラスの教員がメンターとして若手教員等を育成

するメンター方式の研修等の先進的事例を踏まえた校内研修の充実を図る方

策について検討する。 

◆ 教育委員会は，管理職に対する研修の実施や校内研修リーダーの養成，校

内研修実施のための手段（ツール）や資源（リソース）等の整備を推進する。 

◆ 学校内においては，校長のリーダーシップの下，研修リーダー等を校内に

設け，校内研修の実施計画を整備し，組織的・継続的な研修を推進する。 

◆ 大学等と連携した研修や受講した研修の単位化などについて協議する仕組

みを構築する。 

 

② 初任者研修の改革 

◆ 国は，各都道府県等の状況を踏まえ，効果的な若手教員研修が行えるよう，

初任者研修の運用方針を見直す。 
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◆ 国及び教育委員会等は上述のチーム研修やメンター方式の研修を参考に組

織的な初任者研修について改善方策を検討する。 

◆ 国は，引き続き必要な定数措置に努めるとともに，研修実施手段（ツール）

や資源（リソース）の確保等の必要な支援を講じる。 

 

③ 十年経験者研修の改革 

◆ 国は，教員免許更新制の意義や位置づけを踏まえつつ，十年経験者研修を

十年が経過した時点で受講すべき研修から，学校内でミドルリーダーとなる

べき人材を育成すべき研修に転換し，それぞれの地域の実情に応じ任命権者

が定める年数に達した後に受講できるよう実施時期を弾力化する。 

 

④ 研修実施体制の整備・充実 

◆ チーム学校の理念の下，国及び教育委員会は，事務職員や専門能力スタッ

フの活用を推進するとともに，国はオンライン研修の普及，研修機会の確保

やアクティブ・ラーニングの視点に立った学びの推進等に必要な教職員定数

の拡充を図る。 

◆ 国は，新たな課題に対応した研修手法やプログラムの開発・評価・普及を

図るため，研修リーダーの養成や指導教諭の職務の明確化，指導教諭・指導

主事の配置促進等，指導体制の充実を図る。 

 

⑤ 独立行政法人教員研修センターの機能強化 

◆ 独立行政法人教員研修センターは，各地域における教員研修施設や教職大

学院などの大学等とのネットワークを構築しつつ，教員の各キャリアの段階

を通じた資質能力向上に関する調査，分析，研究開発や情報の整理，収集，

提供等を担う全国的な拠点として機能強化を図る。 

 

（２）教員採用に関する改革の具体的な方向性 

◆ 国及び各都道府県の教育委員会等は，後述する教員育成協議会（仮称）に

おける協議等を踏まえ，採用前の円滑な入職や最低限の実践力獲得のための

取組を普及・推進する 

◆ 国は，教員採用試験の共通問題の作成について，各都道府県の採用選考の

内容分析やニーズの把握等，必要な検討に着手する。 

◆ 国は，後述のように特別免許状授与の手続の改善を図るなど活用を促進す

る。 

◆ 国は，特別免許状以外にも，教員免許を有しない有為な外部人材を教員と

して確保するための方策について検討する。 
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（３）教員養成に関する改革の具体的な方向性 

◆ 教員免許状の取得に必要な単位数は増加させないことを前提として，新た

な教育課題に対応できるよう教職課程の内容を精選・重点化する。 

◆ 国立の教員養成を目的とする大学・学部は，地域のニーズを踏まえつつ，

新たな教育課題に対応した取組を率先して実施し，他大学・学部におけるモ

デルを提示して，その取組を普及・啓発する。 

◆ 教職課程については，学校種ごとの特性を踏まえつつ，「教科に関する科

目」と「教職に関する科目」等の科目区分を撤廃し，新たな教育課題等に対

応できるよう見直す。 

◆ 国は，学校インターンシップの実施について，教育実習との役割分担を明

確化しつつ，受入校，教育委員会，大学との連携体制の構築，大学による学

生への適切な指導などの環境整備について検討する。また，学校インターン

シップについては，教職課程において義務化はせず各大学の判断により教育

実習の一部に充ててもよいこととする。 

◆ 教職課程の質の保証・向上については，全学的に教職課程を統括する組織の

設置についての努力義務化，教職課程における自己点検・評価の実施の制度

化，教職課程の第三者評価を支援・促進するための方策などについて検討す

る。また，国，教育委員会，大学等は，教職課程の科目を担当する大学教員

について，学校現場体験等の実践的内容や新たな教育課題に対応したＦＤな

どを実施する。 

 

（４）新たな教育課題に対応した教員研修・養成 

新たな課題 研修 養成 

アクティブ・ラーニング

の視点からの授業改善 

・特定の教科ではなく学

校全体の取組としてアク

ティブ・ラーニングの視

点に資する校内研修を推

進 

・免許状更新講習の選択

必修科目として主体的・

協働的な学びの実現に関

する科目を追加 

・児童生徒の深い理解を

伴う学習過程の理解や各

教科の指導法の充実 

・教職課程における授業

そのものをアクティブ・

ラーニングの視点から改

善 

ＩＣＴを用いた指導法 ・ＩＣＴを利活用した授

業力の育成や，児童生徒

のＩＣＴの実践的活用や

情報活用能力の育成に資

・ＩＣＴの操作方法はも

とより，ＩＣＴを用いた

効果的な授業や適切なデ

ジタル教材の開発・活用



6 
 

する指導のための研修を

充実 

の基礎力の養成 

道徳教育の充実 ・「特別の教科」として

の道徳科の趣旨を踏ま

え，道徳科の目標や内容

を理解し，児童生徒が議

論する問題解決的な学習

への一層の転換を図るな

ど計画的な研修の充実 

・道徳教育に関する校内

研究や地域研究の充実，

「道徳教育推進リーダー

教師（仮称）」の育成 

・「特別の教科」としての道

徳科の趣旨を踏まえ，教

職課程における理論面，

実践面，実地経験面から

の改善・充実 

外国語教育の充実 ・各地域の指導者となる

「英語教育推進リーダ

ー」の養成を推進し，小

中高の接続を意識した指

導計画の作成や学習到達

目標を活用した授業改善

などについて指導・助言

を実施 

・免許法認定講習の開設

支援等による小中免許状

の併有促進 

・大学，教育委員会等が

参画して教員養成に必要

なコアカリキュラムを開

発し，課程認定や教職課

程の改善・充実に活用 

・専門性を高める教科及

び指導法に関する科目を

教職課程に位置付け 

特別支援教育の充実 ・全ての教員を対象とし

た基礎的な知識・技能を

身に付ける研修の実施 

・校長等管理職や特別支

援学級の担任，特別支援

学校教員等の職に応じた

専門性向上ための研修の

実施 

・（独）国立特別支援教

育総合研究所と（独）教

員研修センターとの連携

による研修の推進 

・発達障害を含む特別な

支援を必要とする幼児，

児童，生徒に関する理論

及び指導法について，教

職課程に独立した科目と

して位置付け 
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（５）教員の養成・採用・研修を通じた改革の具体的な方向性 

①学び続ける教員を支えるキャリアシステムの構築 

教員が学び続けるモチベーションを維持しつつスキルアップを図ることができるよう，

教育委員会と大学等の関係者が教員の育成ビジョンを共有しつつ，各種の研修や免

許状更新講習，免許法認定講習，大学等が提供する履修証明プログラムや各種コー

ス等を積み上げ，受講証明や専修免許状取得が可能となるような体制が構築される

必要がある。 

 

②教員育成協議会（仮称）の創設 

◆ 国は，教育委員会と大学等が相互に議論し，養成や研修の内容を調整するため

の制度として「教員育成協議会」（仮称）を創設する。 

◆ 当該協議会においては，教育委員会と大学その他の関係者が教員の育成ビジョ

ンを共有するため教員育成指標（後述）を協議し共有する。 

◆ 当該協議会は，地域の実情に応じたものとするとともに，各主体の自主性・自律

性が生かされる仕組みとする。 

◆ 当該協議会は，養成，採用，研修における教員の主体的な「学び」を積極的に進

めるための協議・調整に取り組むべきであり，国はそのための支援を総合的に実

施する。 

 

③教員育成指標の策定 

◆ 高度専門職業人として教職キャリア全体を俯瞰
ふ か ん

しつつ，教員がキャリアステージ

に応じて身につけるべき資質や能力の明確化のため，各都道府県等は教員育成

指標を整備する。 

◆ その際，教員を支援する視点から，現場の教員が研修を受けることで自然と目安

となるような指標とする。 

◆ 教員育成指標は教員の経験や能力，適性等を考慮しつつ，各地域の実情に応じ

て策定されるものとする。 

◆ それぞれの学校種における教員の専門性を十分に踏まえつつ，必要に応じ学校

種ごとに教員育成指標を策定することとする。 

◆ 各地域における教員育成指標の策定のため，国は各地域の自主性，自律性に

配慮しつつ，整備のための大綱的指針を示す。 

 

④教員研修計画の策定 

◆ 各都道府県等の教育委員会において，地域ごとの教員育成指標を踏まえ，体系

的な教員研修計画を策定し研修を実施する。 

◆ 各都道府県等は，それぞれの学校種における教員の専門性を十分に踏まえつつ，
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必要に応じ学校種ごとに教員研修計画を策定する。 

◆ 国は，教員育成指標や教員研修計画の策定・更新のため，各地域における情報

を集約し，恒常的に調査・研究する全国的な拠点を整備する。 

 

（６）教員免許制度に関する改革の具体的な方向性 

◆ 国は，義務教育学校制度の導入に伴い，教科に関する高い専門性を持つ中学校

等の教員を小学校の教員として活用しやすくするため，中学校の免許状所有者が

義務教育学校の前期課程において教科等に加えて学級担任も可能にするよう制

度改正を行う。 

◆ 国は，現職教員の他校種免許状の併有を促進するため，取得しようとする免許

状に関係する学校における勤務年数を新たな免許状取得の際の単位数に換算で

きるようにする。 

◆ 国は，特別免許状授与の際，授与権者が意見聴取する対象者の弾力化を行う。 

◆ 国は，平成３２年までにおおむね全ての特別支援学校教員が当該学校教諭等免

許状を保有することを目指し，現職教員に対する免許法認定講習の開設支援，独

立行政法人国立特別支援教育総合研究所による免許法認定通信教育の実施，養

成段階での免許状取得促進等の取組を推進する。 

 

（７）教員の資質能力の高度化に関する改革の具体的な方向性 

◆ 教職大学院については，量的な整備を行いながら，高度専門職業人としての教

員養成モデルから，その中心に位置付けることとし，現職教員の再教育の場として

の役割に重点を置きつつ，学部新卒学生についても実践力を身につける場として

質的・量的充実を図る。 

◆ 教職大学院は独立行政法人教員研修センターとも連携し，大学と教育委員会・

学校との連携・協働のハブとなり，学部段階も含めた大学全体の教員養成の抜本

的な強化や現職教員の研修への参画など地域への貢献の充実を図る。 

◆ 新任教員の任用にあたり，教職大学院修了者向けの採用試験の実施，名簿登

載期間の延長や初任者研修免除などのインセンティブを付与することの検討を行

う。また，現職教員については教職生活全体のキャリアの中に教職大学院での学

びを位置付け，管理職コースの設置や教育委員会との連携による管理職研修の

開発・実施を行う。 

◆ 教職大学院について，履修証明制度や科目等履修制度の活用等により現職教

員が学びやすい仕組みのための環境を整備するとともに，学校現場を基軸とした

教育課程の編成・管理を行い，地域性を踏まえ，各教職大学院の強み・特色を示し

ていく。 

◆ 国は，教員の資質能力の高度化を図るため，「教員育成協議会」（仮称）における
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協議において教職大学院における授業履修や研修の成果を専修免許状の取得や

能力証明に結びつける方策について検討する。 

◆ 国公私立大学の教員養成系以外の大学院における教員養成の取組について一

層の充実を図る。 

 


